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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年９月８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２３年５月２日 ０９時００分ごろ～１８時００分ごろの間） 

発生場所 不明（兵庫県新温泉
しんおんせん

町居組
いぐみ

の係留地～同町所在の浜坂港矢
や

城
じょう

ケ
が

鼻
はな

灯台か

ら真方位２４５°２.３海里付近の磯の間） 

事故調査の経過  平成２３年５月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第五天女
てんにょ

丸 ０.４トン 

 ＨＧ３－５００３７（漁船登録番号）、個人所有 

 ４.９６ｍ（Lr）×１.６０ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、漁船法馬力数３０、平成１０年４月８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年３月７日 

  免許証交付日 平成２０年６月１７日 

         （平成２６年５月２７日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 全損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、近くの岩場でのわかめ採取のため、平

成２３年５月２日０９時００分ごろ新温泉町居組の係留地を出港した。 

 船長が所属する漁業協同組合は、地元の漁業者から本船が戻って来ない

との連絡を受け、１７時３５分ごろ海上保安庁に通報した。 

本船は、１８時００分ごろ、捜索中の僚船により、係留地東方の入り江

の磯に無人で乗り揚げているところを発見された。 

 船長は、翌３日０６時００分ごろ、地元の漁業者により、本船発見場所

付近の岩場で発見され、病院に搬送されたが、溺死と検案された。 

 本船は、悪天候のために引き下ろし作業ができず、天候が回復した１週

間後、僚船によって係留地にえい航された。 

 気象・海象 気象（香住地域気象観測所） 

 ５月２日 

  ０９：００ 天気 晴れ、風向 北北東、風速 ２.０m/s 

  １０：００ 天気 晴れ、風向 北北東、風速 ３.１m/s 

  １１：００ 天気 晴れ、風向 北北東、風速 ４.０m/s 

  １２：００ 天気 晴れ、風向 北、風速 ３.６m/s 
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  １３：００ 天気 晴れ、風向 北北西、風速 ２.９m/s 

  １４：００ 天気 晴れ、風向 北、風速 ３.６m/s 

  １５：００ 天気 晴れ、風向 北北東、風速 ５.０m/s 

  １６：００ 天気 晴れ、風向 北東、風速 ５.３m/s 

  １７：００ 天気 晴れ、風向 東北東、風速 ２.２m/s 

  １８：００ 天気 晴れ、風向 北北東、風速 ３.６m/s 

海象：本事故当日、午前中は凪
なぎ

であったが、午後からうねりが発生するよ

うになり、事故海域には白波が立っていた。 

 その他の事項  本船は、発見時、アンカーロープが切れた状態で磯に乗り揚げており、

船内には少量のわかめがあった。 

船長は、船内に救命胴衣を備え付けていたが、発見時、着用していなか

った。 

船長は、以前から、救命胴衣を着用せずに本船から岩場に乗り移ってわ

かめを採る姿を目撃されていた。 

船長は、本事故当時、携帯電話を所持していなかった。 

 船長の健康状態は、良好であった。  

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 船長は、溺死した。 

 本船は、わかめ採取のために０９時００分ごろ

居組の係留地を出港後、１８時００分ごろ浜坂港

西方の磯に乗り揚げているところを発見されたこ

とから、この間において、船長が落水したものと

考えられるが、落水した状況を明らかにすること

はできなかった。 

 船長は、落水して溺水したものと考えられる

が、溺水に至った状況を明らかにすることはでき

なかった。 

原因  本事故は、本船が係留地を出港後、船長が落水したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考 船長の所属していた漁業協同組合は、本事故の発生を踏まえ、組合員に

対して救命胴衣の着用を周知徹底することとした。 

今後の同種事故等の再発防止、又は被害軽減のために役立つ事項とし

て、次のことが考えられる。 

 ・救命胴衣を着用すること 

 ・防水型携帯電話の所持等連絡手段の確保 

 




